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鑑み適宜調整はされる見込みですが、現時点での想定かつあくぱの想定せの想� の想堀され� �謐の想��
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降これを適用する。 

④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、かつ効力の発生が当

該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件と

しているときには、本号①乃至③にかかわらず、 〉 、 承 朧

又は該基準无

又は � 関の の場合場合 源 � 日又は株主確定日 で�れ、 承生が又は日の ①株主①日 又は又は 降書会
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また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第９項記載の通りとし、行使価額

は当初、2019年12月26日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値と同額とし

た。 

22. １単元の数の定めの廃止等に伴う取扱い 

本新株予約権の割当日後、当社が１単元の株式の数の定めを廃止する場合等、本要項の規定中

読替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

23. その他 

(１) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、

当社は必要な措置を講じる。 

(２) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(３) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長ＣＥＯ又はその指名する

者に一任する。 

以    上  

 


